
合  意  書（案） 

 

学校法人青山学院（以下「甲」という。）と青山学院大学教職員組合及び青山学

院教職員組合（以下「乙ら」という。）は、甲と乙らの間で締結した２００６年

１１月２９日付「懲戒の手続きについての確認書」及び２００８年４月１５日

付「懲戒の手続きについての確認書」（以下「両確認書」という。）に関し、下

記の条件で終了することにつき合意した。 

 

記 

１ 甲が「学校法人青山学院就業規則」及び「青山学院懲戒調査委員会規則」

の一部改正を行って、両確認書記載の趣旨をこれらの規則中に規定すること。 

２ 前項両規則の施行の日をもって両確認書が効力を失うこと。 

３ 懲戒処分の事前手続に関して、上記両規則の変更に際しては、組合に充分

な説明を行うこと。 

以上 

２０１８年  月  日 

甲  学校法人青山学院 

理 事 長    堀 田  宣 彌 

 

乙  青山学院大学教職員組合 

中央執行委員長   

 

青山学院教職員組合 

中 央 委 員 長   


